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告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
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十
七
号

介
護
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九
年
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律
第
百
二
十
三
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第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。
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成
十
七
年
七
月
四
日
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知
事
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吾
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名

称

又

は

氏

名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
又
は

住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日
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法
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恵
仁

会

三
戸
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子
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介
護
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・
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二
〇
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一
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具
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フ
ァ

ミ
リ
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フ

サ
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ビ
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戸
市
南
類
家
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一
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公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ロ
ッ
ク
宅
建
事
務
所

二

代
表
者
の
氏
名

山
口

正
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
大
字
浜
町
六
三
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
二)

第
一
二
三
六
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
谷
島
電
気

二

代
表
者
の
氏
名

谷
島

金
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
藤
島
字
小
山
三
五
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
二)

第
七
五
五
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

沼
栄
工
業

二

氏
名

沼
端

一
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
百
石
町
字
後
谷
地
三
八
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
五
〇
〇
一
四
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
六
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
石
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一

般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
五
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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事
業
を
行
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事
業
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務
所
の
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在
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所

在

地

指
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年
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会
社
ベ
ー
ス

八
戸
市
高
州
二
丁

目
五
の
一
四

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン

タ
ー
ピ
ー
ス
白
銀

支
所

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
堀
ノ
外
一
八

の
三
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成
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出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

地
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
四
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

柿

崎

裕

青
森
県
立
海
洋
学
院
告
示
第
一
号

青
森
県
立
海
洋
学
院
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
五
十
一
号)

第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
短
期
研
修
を
行
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
四
日

青
森
県
立
海
洋
学
院
長

小

倉

大
二
郎

青 森 県 報������	
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃〃

夏
坂

政
雄

高
橋

房
人

夏
堀

敏

庭
田

正
男

川
井

祐
一

藤
田

博
康

久
保
田
泰
三

川
井

健
雄

庭
田

正
人

島
守

正

庭
田

英
世

夏
堀

徹

夏
堀

義
雄

滝
田

彦
作

八
木
田

実

源
波

宮
治

川
守
田

亮

夏
堀

文
雄

高
橋

勝
敏

夏
坂
嘉
太
郎

三
戸
郡
福
地
村
大
字
苫
米
地
字
観
音
平
二
六
の

一〃

〃

大
字
小
泉
字
上
舘
野
九

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
大
在
家
五
の
一

〃

〃

〃

字
明
戸
一
八

〃

〃

大
字
福
田
字
町
中
九

〃

〃

〃

〃

一
四

〃

名
川
町
大
字
森
越
字
町
小
路
一
三

〃

福
地
村
大
字
福
田
字
西
久
根
四
三
の
一

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
後
小
路
六

〃

〃

大
字
高
橋
字
鳥
居
後
一
八
の
一

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
後
小
路
一
一

〃

〃

〃

字
白
山
堂
二
四
の

一
〇

〃

〃

〃

字
町
中
二
六

〃

〃

大
字
片
岸
字
片
岸
四
二

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
沼
廻
八
二

〃

〃

大
字
福
田
字
舘
先
一
九
の
一

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
明
戸
二
二

〃

〃

〃

字
下
宿
一
七

〃

〃

大
字
高
橋
字
中
道
二
二

〃

〃

大
字
福
田
字
山
道
一
五

平
成

��

･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

夏
坂

政
雄

苫
米
地
春
美

高
橋

義
道

夏
堀

敏

滝
田

石
男

中
川
原
好
明

夏
堀

徹

高
橋

房
人

庭
田

正
人

庭
田

英
世

庭
田

正
男

夏
堀

文
雄

川
守
田

亮

高
橋

鉄
雄

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
観
音
平
二
六
の

一〃

〃

〃

字
大
在
家
一
四

〃

〃

大
字
高
橋
字
高
橋
二
〇

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
大
在
家
五
の
一

〃

〃

大
字
片
岸
字
片
岸
四
七

〃

〃

〃

〃

四
六

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
白
山
堂
二
四
の

一
〇

〃

〃

大
字
小
泉
字
上
舘
野
九

〃

〃

大
字
苫
米
地
字
後
小
路
六

〃

〃

〃

〃

一
一

〃

〃

〃

字
明
戸
一
八

〃

〃

〃

字
下
宿
一
七

〃

〃

〃

字
明
戸
二
二

〃

〃

大
字
小
泉
字
内
上
平
二
八
の
二

��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

課

程

期

間

受
講
者

の
定
員

受
講
対
象
者

摘

要

船
員
資
格
取

得
研
修

平
成
十
七
年
十
月
二
十
六
日
か
ら

同
月
二
十
八
日
ま
で

二
十
人

第
二
級
海
上

特
殊
無
線
技

士

平
成
十
八
年
二
月
十
四
日
か
ら
同

月
十
七
日
ま
で

二
十
人

漁
業
に
従
事

し
て
い
る
者

又
は
漁
業
を

志
す
者

二
級
小
型
船

舶
操
縦
士

担
い
手
生
涯

教
育
研
修

平
成
十
七
年
七
月
二
十
一
日
か
ら

同
月
二
十
二
日
ま
で

二
十
人

Ｆ
Ｒ
Ｐ
材
補

修
技
術

平
成
十
八
年
一
月
十
七
日
か
ら

同
月
十
八
日
ま
で

二
十
人

漁
業
に
従
事

し
て
い
る
者

又
は
漁
業
を

志
す
者

結
索
技
術
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教 育 委 員 会

青 森 県 教 育 委 員 会 訓 令 甲 第 十 四 号

庁 内 一 般

県 立 八 戸 水 産 高 等 学 校

実 習 船 の 乗 組 職 員 に 対 す る 日 額 旅 費 支 給 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定

め る 。
平 成 十 七 年 七 月 四 日

青 森 県 教 育 委 員 会 教 育 長 花 田 隆 則

実 習 船 の 乗 組 職 員 に 対 す る 日 額 旅 費 支 給 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

実 習 船 の 乗 組 職 員 に 対 す る 日 額 旅 費 支 給 規 程 ( 昭 和 四 十 五 年 四 月 青 森 県 教 育 委 員 会

訓 令 甲 第 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 第 一 号 の 表 中 ｢ 一 、 一 五 五 円 ｣ を ｢ 一 、 一 五 〇 円 ｣ に 改 め る 。

別 表 第 二 第 二 号 の 表 中 ｢ 二 、 一 三 〇 円 ｣ を ｢ 二 、 一 一 五 円 ｣ に 、 ｢ 二 、 四 六 〇 円 ｣

を ｢ 二 、 四 四 〇 円 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。

監 査 委 員

包括外部監査結果に対する措置の公表

平成14年度の包括外部監査の結果に基づき､ 青森県教育委員会委員長から措置を講

じた旨の通知があったので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第252条の38第６項

の規定により､ 措置の内容を公表する｡

平成17年７月４日

青森県監査委員 林 忠 男

同 鶴 賀 茂 世

同 滝 沢 求

同 平 山 誠 敏
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監査箇所名 監査項目 監査結果 措置の内容

人件費の経
済性・効率
性の改善

県立図書館の業務のほ
とんどが県職員により運
営されているが､ 県職員
の平均年齢が高い結果､
図書館の平均人件費を相
当高額なものにしている
ことから､ 比較的熟練の
必要のない定型業務等を
民間委託することにより､
人件費の経済性・効率性
改善の検討をすべきであ
る｡

人件費の縮減について
検討を行った結果､ 次の
ような人員削減計画によ
り､ 平成17年度から平成
19年度までの３カ年で５
名の職員を減員し､ 人件
費の削減を図っていくこ
ととした｡
①カウンター業務及び選
書・受入・書架整理業
務等の一部を非常勤職
員に切替える｡ (平成
17年度､ 平成19年度)
②市町村立図書館等に対
する一括貸出及び県内
外図書館等との相互貸
借等の一部を非常勤職
員に切替える｡ (平成
18年度)
③隣接施設 (総合社会教
育センター) と共通す
る職員給与・旅費､ 施
設設備の維持管理等の
総務事務の共同処理に
より職員を減員する｡
(平成18年度)

青森県立図
書館

県立図書館
の運営コス
ト

県立図書館における図
書購入費､ 運営人件費､
建物償却費などの運営コ

運営コストの縮減は､
県立図書館運営の重要な
課題と受け止め､ 経費削
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ストからすれば､ 訪問利
用者１人当たりのコスト
は2,047円と算出される
が､ それが妥当かどうか
情報を開示し､ 納税者の
評価を仰ぎたい｡

減と利用者増の検討を行っ
てきたところであり､ 平
成16年度から図書館利用
の増を図るため､ ①月曜
開館､ ②インターネット
及び携帯電話から貸出申
込みできるシステムと配
送サービスの導入､ ③相
互貸借における物流方法
の改善､ ④図書セット一
括貸出サービスの導入､
を実施した結果､ 平成13
年度に2,047円だった訪
問利用者１人当たりのコ
ストが平成16年度には1,
604円に下がっている｡
引き続き､ 経費削減と
利用者増を図っていくこ
ととする｡
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